
１．件名「廃棄物の合理的処理処分方策の基本的考え方に関する行政相談」 
２．日時：令和元年１１月２５日（月）１１時００分～１１時５０分 

３．場所：原子力規制庁１０階南会議室 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 研究炉等審査部門 

 戸ヶ崎安全規制調整官、前田安全規制調整官、川末安全審査官、島村安全審査官 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 バックエンド統括本部 技術主席 他３名 

 

５． 要旨 

（１） 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）と、廃棄物

の合理的処理処分方策の基本的考え方（以下「基本的考え方」という。）について、主

に以下の行政相談を行った。 

   ・１２月中に予定している基本的考え方のとりまとめ様式、内容について 

   ・第３回原子力機構バックエンド対策監視チーム会合（以下「チーム会合」という。）

以降の検討状況について 

   ・次回チーム会合に向けてのスケジュールについて 

 

（２）原子力規制庁から、主に以下の回答等を行った。 

   ・基本的考え方のとりまとめ様式に既定のものはないこと。 

   ・次回チーム会合における基本的考え方の報告の際に、原子力規制庁から意見等を述

べるか検討するために、これまでのチーム会合における報告内容からの変更点、原子

力規制庁への検討依頼事項について、次回チーム会合以前に面談等において確認する

必要があること。 

 

（３）原子力機構から、次回チーム会合以前の面談等について了解した旨の回答があった。 

 

６． 配布資料 

なし 


